
　111.「町民人権学習会」にご参加ありがとうございました。　

■手帳を持っていなくても、身体・知的・心身など
の内面的な障がいを持っている人もいる。
■障がい者に対して、町民一人ひとりが無関心にな
らず、暖かい目で見守るような町になっていくこ
とが良いと思います。
■障がい者用の駐車スペース（青色スペース）に健常
者が駐車しないようにするためには、思いやり等の
住民の理解や意識を変える事が必要と思います。
■人によって同じことをするにも差がある。それは
その人の個性である。

■役場の障がい者用駐車場には、屋根がついていた
り、１０年前から駅前多目的トイレもでき、集会
場にもエレベーターがあるなど、自立して外へ行
きやすいようになってきていると思うので、ハー
ドとバリアをみんな
で考えて、住みやす
い町にしていかなけ
ればいけないのでは
ないだろうか。

「障がい者の人権」をテーマに昨年の９月から開催していた町民人権学習会は、町内全２２会場での開
催を終え、町民みなさんのご協力により延べ４８４名のご参加をいただきました。
ここで、学習会で出された意見の一部を紹介させていただきます。

人権とは、誰もが生まれながらにもっている権利であり、幸せに生きるために大切にしなければならない
非常に大事なものです。
人権尊重委員会も、みなさん一人ひとりが「人権の大切さ」を考えるきっかけとしていただけるよう、町

民人権学習会や人権啓発活動等に取り組んで行きたいと思います。
これからも人権尊重委員会の活動に、ご支援、ご協力をよろしくお願いいたします。

『忙しいママでもできる！簡単ちょいデコごはん＆お弁当』
中村陽子／辰巳出版
いつものごはんにひと手間加えて、ちょ
いデコごはんにすれば、子どもの食事へ
のテンションがぐっとアップ！忙しい毎
日のなかでも簡単に作れる、ちょいデコ
ごはん＆お弁当のレシピを紹介します。

『リノベーションでつくるカッコよくて心地いい家』
主婦と生活社
予算を上手に使ったカッコいいリノ

ベーションハウスや、実家を理想のわが
家にリノベーションした実例、中古マン
ションをヴィンテージに格上げする内装
と間取りのアイデアなどを紹介します。

利用案内 ■開 館 時 間：平　　　日／ 9：30～19：00
　　　　　　　　土・日曜日／ 9：30～18：00
■休　館　日：月曜日、祝日、毎月月末の金曜日
■お問い合わせ：湯浅町立図書館　☎62‐2280

児童書一般書

図書館 来てみて！
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『おいしいふくやさん』　のしさやか／ひさかたチャイルド
　「はごろもや」は、おいしい服屋さん。
お店の主人、はごろもさんの手にかか
れば、みんなおいしく大変身！今日も
おいしくなりたい食べものたちがやっ
てきて…。（対象：０～５歳）

『手描きチョークアートのアイデア＆テクニック』　佐藤真理／日東書院本社
『秘密結社Ｌａｄｙｂｉｒｄと僕の６日間』　喜多川泰／サンマーク出版
『２０９号室には知らない子供がいる』　櫛木理宇／ＫＡＤＯＫＡＷＡ
『稀代の本屋 蔦屋重三郎』　増田晶文／草思社　　など

『だるまちゃんとにおうちゃん』　加古里子／福音館書店
『新しいのりものいっぱい図鑑』　チャイルド本社
『調べてみよう都道府県の特産品 調味料編』　理論社
『ジュニア空想科学読本 １』　柳田理科雄／汐文社　　など

＊3/7（火）まで休館。
＊３/8（水）より、通常通り開館しています＊　＊おはなし会（こども向け） 次回は３/11（土）です！＊
＊３/1（水）～3/7（火）の間、図書館のホームページはメンテナンスのためご利用いただけません。ご迷惑をおかけしますがご了承ください。

『ジュニア空想科学読本 １』　柳田理科雄／汐文社
　タケコプターが本当にあったら、空を
飛べる？かめはめ波を撃つには、どうす
ればいい？　アニメや漫画でおなじみの
現象を科学的に検証する。オドロキの結
論が満載の、とっても笑える理科の本。
（対象：小学５～６年生）

あなたも私もみんなステキ
～ともに考えましょうみんなの人権～

人権尊重委員会
人権推進室
☎６４－１１２６

jinsui@town.yuasa.lg.jp
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結

果
、同
和
問
題
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解
決
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か
っ

て
は
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る
も
の
の
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た
い
差
別
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落
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落
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・
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落
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と
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部
落
差
別
の
解
消
の
推
進
に
関
す
る

法
律（
平
成
28
年 

法
律
第
１
０
９
号
） 

【
目
　
的
】 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、現
在
も
な
お
部

落
差
別
が
存
在
す
る
と
と
も
に
、情
報

化
の
進
展
に
伴
っ
て
部
落
差
別
に
関
す

る
状
況
の
変
化
が
生
じ
て
い
る
こ
と
を

踏
ま
え
、全
て
の
国
民
に
基
本
的
人
権

の
享
有
を
保
障
す
る
日
本
国
憲
法
の

理
念
に
の
っ
と
り
、部
落
差
別
は
許
さ

れ
な
い
も
の
で
あ
る
と
の
認
識
の
下
に

こ
れ
を
解
消
す
る
こ
と
が
重
要
な
課
題

で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、部
落
差
別
の
解

消
に
関
し
、基
本
理
念
を
定
め
、並
び

に
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
責
務
を

明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、相
談
体
制

の
充
実
等
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
に
よ

り
、部
落
差
別
の
解
消
を
推
進
し
、も
っ

て
部
落
差
別
の
な
い
社
会
を
実
現
す
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
。  

【
基
本
理
念
】 

第
二
条 

部
落
差
別
の
解
消
に
関
す
る

施
策
は
、全
て
の
国
民
が
等
し
く
基
本

的
人
権
を
享
有
す
る
か
け
が
え
の
な
い

個
人
と
し
て
尊
重
さ
れ
る
も
の
で
あ
る

と
の
理
念
に
の
っ
と
り
、部
落
差
別
を

解
消
す
る
必
要
性
に
対
す
る
国
民
一
人

一
人
の
理
解
を
深
め
る
よ
う
努
め
る
こ

と
に
よ
り
、部
落
差
別
の
な
い
社
会
を

実
現
す
る
こ
と
を
旨
と
し
て
、行
わ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

【
国
及
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地
方
公
共
団
体
の
責
務
】 

第
三
条 

国
は
、前
条
の
基
本
理
念
に
の

っ
と
り
、部
落
差
別
の
解
消
に
関
す
る

施
策
を
講
ず
る
と
と
も
に
、地
方
公
共

団
体
が
講
ず
る
部
落
差
別
の
解
消
に
関

す
る
施
策
を
推
進
す
る
た
め
に
必
要
な

情
報
の
提
供
、指
導
及
び
助
言
を
行
う

責
務
を
有
す
る
。 

２ 

地
方
公
共
団
体
は
、前
条
の
基
本
理

念
に
のっ
と
り
、部
落
差
別
の
解
消
に
関

し
、国
と
の
適
切
な
役
割
分
担
を
踏
ま

え
て
、国
及
び
他
の
地
方
公
共
団
体
と

の
連
携
を
図
り
つ
つ
、そ
の
地
域
の
実
情

に
応
じ
た
施
策
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る

も
の
と
す
る
。 

【
相
談
体
制
の
充
実
】 

第
四
条 

国
は
、部
落
差
別
に
関
す
る

相
談
に
的
確
に
応
ず
る
た
め
の
体
制
の

充
実
を
図
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

地
方
公
共
団
体
は
、国
と
の
適
切
な

役
割
分
担
を
踏
ま
え
て
、そ
の
地
域
の

実
情
に
応
じ
、部
落
差
別
に
関
す
る
相

談
に
的
確
に
応
ず
る
た
め
の
体
制
の
充

実
を
図
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

【
教
育
及
び
啓
発
】 

第
五
条 

国
は
、部
落
差
別
を
解
消
す

る
た
め
、必
要
な
教
育
及
び
啓
発
を
行

う
も
の
と
す
る
。 

２ 

地
方
公
共
団
体
は
、国
と
の
適
切

な
役
割
分
担
を
踏
ま
え
て
、そ
の
地
域

の
実
情
に
応
じ
、部
落
差
別
を
解
消
す

る
た
め
、必
要
な
教
育
及
び
啓
発
を
行

う
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

【
部
落
差
別
の
実
態
に
係
る
調
査
】 

第
六
条 

国
は
、部
落
差
別
の
解
消
に

関
す
る
施
策
の
実
施
に
資
す
る
た
め
、

地
方
公
共
団
体
の
協
力
を
得
て
、部
落

差
別
の
実
態
に
係
る
調
査
を
行
う
も

の
と
す
る
。 
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こ
の
法
律
は
、公
布
の
日
か
ら
施
行

す
る
。

「
部
落
差
別
の
解
消
の
推
進
に
関
す
る
法
律
」

が
成
立
し
ま
し
た
住民環境課 
人権推進室
（８番窓口）
☎64・1126

17 平成29年3月


